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第１３６回 

日本司法支援センター審査委員会 

議事次第 

 

１ 日時 

  平成31年４月19日（金）午後１時30分～午後３時15分 

２ 場所 

  中野坂上ハーモニータワー８階 日本司法支援センター本部役員会議室 

３ 議題 
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午後１時30分開会 

○事務局 それでは、お時間になりましたので、審査委員会を開催したいと思います。 

 議事に先立ちまして、事務局より審査委員の交代について御連絡申し上げます。本年３月31

日付けで退任された名倉委員の後任として、４月１日付けで最高検察庁の森本加奈検事が選任

され、本日より御出席いただいております。 

 では、森本委員より一言御挨拶をお願いいたします。 

○森本委員 最高検察庁の森本でございます。司法修習の期は44期でございます。 

 法務省の勤務経験はあるんですが、法テラスの仕事というのは今回初めてになりますので、

一生懸命頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○高橋委員長 こちらこそ、よろしくお願いいたします。 

○事務局 ありがとうございました。 

 それでは、委員長、よろしくお願いいたします。 

○高橋委員長 136回の審査委員会の開催でございます。 

 御多用の中、またお暑い中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。現在８人い

らっしゃるわけで、定足数を満たしております。 

 では、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料確認をさせていただきます。 

 配付資料は、事前にお送りしているものといたしましては、審議順に平成30年審第38号、第

37号、第42号、第40号、第41号、第36号の６点に、１回目の追加でお送りいたしました平成30

年審第42号の資料３－１、３－２、資料４－１の計３点に、２回目の追加でお送りいたしまし

た平成30年審第42号の資料３－３となります。 

○高橋委員長 本日の議事の確認をいたします。本日は、契約弁護士等に対してとる措置につ

いての付議案件は、形式的には10件でございますが、実質は６件となります。 

 早速でございますが、最初の平成30年審第38号の審議をお願いいたします。 

 

【契約弁護士等に対してとる措置について（平成30年審38号）の審議部分については、審

査委員会運営規程第５条第５項に基づき非公開とする。】 

 

（各委員、議決書に署名・押印） 
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○高橋委員長 では、次の案件、平成30年審第37号でございます。資料２となります。 

 では、室長、お願いいたします。 

 

【契約弁護士等に対してとる措置について（平成30年審37号）の審議部分については、審

査委員会運営規程第５条第５項に基づき非公開とする。】 

 

（各委員、議決書に署名・押印） 

 

○高橋委員長 それでは次、３件目、平成30審第42号、資料３でございますが、これは追加資

料で３－１、３－２、３－３というものが、対象弁護士からの意見書が出ております。 

 

【契約弁護士等に対してとる措置について（平成30年審42号）の審議部分については、審

査委員会運営規程第５条第５項に基づき非公開とする。】 

 

（各委員、議決書に署名・押印） 

 

○高橋委員長 次が第40号ですね。じゃ、室長、お願いいたします。 

 

【契約弁護士等に対してとる措置について（平成30年審40号）の審議部分については、審

査委員会運営規程第５条第５項に基づき非公開とする。】 

 

（各委員、議決書に署名・押印） 

 

○高橋委員長 それでは、次の案件でございます。審41号、資料５でございます。では、説明

をお願いいたします。 

 

【契約弁護士等に対してとる措置について（平成30年審41号）の審議部分については、審

査委員会運営規程第５条第５項に基づき非公開とする。】 
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（各委員、議決書に署名・押印） 

 

○高橋委員長 あと１件ですので、続けてやることを御了承ください。審36号、資料６になり

ます。 

 

【契約弁護士等に対してとる措置について（平成30年審36号）の審議部分については、審

査委員会運営規程第５条第５項に基づき非公開とする。】 

 

（各委員、議決書に署名・押印） 

 

○高橋委員長 では、本日の議事はこれで終了でございます。 

 では、今後の予定について連絡をいたします。 

○事務局 今後の予定について連絡いたします。 

 次回は５月17日金曜日、午後１時半から予定させていただいております。次回も通常の第２

金曜日と異なりまして、イレギュラーで第３金曜日となっておりますので御注意ください。 

 御審議いただく案件は、新たな案件４件を予定しております。資料につきましては、準備が

でき次第、招集通知と併せて郵送いたしますので、御確認ください。 

 以上です。 

○高橋委員長 では、136回、終了でございます。どうもありがとうございました。 

 

午後３時15分閉会 


